


戦斗③ー/(-乏まり

暑中お男舞い申し上げます。当事務所のお盆体みは 8/12(水)""8/16(臼)です。
この間の労災事故などお急ぎの時の連絡は、機帯090-8401-9855(西馬)まで。
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毎用の飴与計算時に任溜息共証紙購入と~紙受払簿・手帳受払簿への配入をお忘才lなく。
f憲法9条にノーベル将鳴をJ の署名用紙をー繍こお送りLぷす.御協力ま臓，活設しま~o
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20161414 依頼人の金流用で県 行政書士を懲戒.大分のニュースなら大分合同新聞プレミ
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注目まとめ

大分県内

違憲民 コラム おくやみ 特集 小説 マナブン 健環 イベント ・ 過去の妄

依頼人の金流用で県行政書士を懲戒

併すめ白 川

依頼人の預託金を無断で流用したなどとして、県は15日、大分市大道町に事務所を持つ宇都宮定見

行政書士 (63)を業務停止1カ月 (7月11固まで)の懲戒処分にしたと発表した.処分は6月9日

付。

県市町村振興課によると、宇都宮行政書士は2007年3月ごろから、宮崎市内の男性 (72)から

財産管理なと‘のために預かった預託金100万円の一部を、男性の承諾なしに自身名義の株式の購入

や、第三者の家屋の取り壊しなどに流用。 11年5月、男性から預託金の返還を求められたが、約半年

問、返さなかった.

県行政審士会は男性から 11年7月に懲戒処分の請求を受け、 12年2月、宇都宮行政書士に対し廃

業を勧告する懲戒処分を出した。

宇都宮行政書士は、これを不服として、行政書士会を相手取り、処分の無効確認などを求めて大分地

裁に提訴。一、 二審とち敗訴し、現在、上告している。

県は、今年3月の二審福岡高裁判決で、流用や返還が遅れたことが f違法性が高く、行政書士にふさ

わしくない重大な非行に該当するJと判断されたことを踏まえ、処分した。県による行政書士の処分は

県内で3例固という。

宇都宮行政審土は「一方的な処分で納得できない。訴訟を起こすなどして対応する」とコメントし

た。

※乙の記事は、6月16日大分合同新聞朝刊23ページに掲蔵されています。


